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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当ホールディングスは、ステークホルダーからの信頼に基づき、各種事業を通じた社会への貢献を継続する為、コーポレート・ガバナンスの充実を
経営上の最重要課題の一つと考えております。

＜基本方針＞

１．株主の権利・平等性の確保

当社は、株主総会が当社の最高意思決定機関であり、株主との建設的な対話を行う重要な場であることを認識し、株主の視点に立って、株主総
会における権利行使に係る適切な環境整備を行います。

２．ステークホルダーとの適切な協働

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の創出には、株主をはじめとする様々なステークホルダーとの協働が必要不可欠であると認識して
います。

３．適切な情報開示と透明性の確保

当社は、法令及び東京証券取引所が定める有価証券上場規程の定めに従い、重要事実を適時・適切に開示するとともに、ステークホルダーに
とって有用性の高い情報について、公平かつ適時・適切に開示いたします。

４．取締役会等の責務

取締役会は、経営戦略や内部統制システム構築等の経営に関する重要事項の意思決定（意思決定機関）と、取締役等の業務執行を評価するこ
とによる監督（監督機能）が有効に機能することが前提となるところ、会社の規模等を考慮してコーポレート・ガバナンスに関する取組みを充実さ
せ、中長期的な企業価値の向上に努めます。

５．株主との対話

当社は、株主との建設的な対話を促進するための体制整備に取組みます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

２０２１年６月の改訂後のコードに基づいて記載しております。

【補充原則１－２②】

当社は、株主が総会議案の十分な検討期間を確保できるよう、招集通知を法令の定めよりも早い時期に発送するよう努めております。

また、電子提供措置に従い、招集通知の発送日に先立って、TDnetや自社のウェブサイトに開示しています。

【補充原則１－２③】

当社は、株主総会は株主との対話の場であるとの観点から、より多くの株主が株主総会に出席できる日程への配慮を行うべきであると認識してい
ます。そのため、当社では、株主総会集中日と予測される日を避けた開催日を設定するよう努めています。

【補充原則１－２④】

当社は現在、海外投資家比率が比較的低いため、議決権の電子行使や招集通知の英訳を採用していません。今後、株主構成の変化等状況に
応じて検討を進めます。

【補充原則２－４①】

当社グループでは、女性・中途採用者の管理職登用につきましては、複数の実績があり、当社の女性管理職比率は現時点で14％となっておりま
す。外国人の管理職登用については実績がないものの、当社グループは国籍、性別等に囚われずその能力・成果に応じた人事評価を行うことを
基本方針としております。

【原則３－１．情報開示の充実(1）】

企業理念、経営方針を当社ウェブサイトに掲載しております。 中期経営計画については、策定次第開示を予定しております。

【原則３－１．情報開示の充実(5）】

当社におきましては、社外取締役、社外監査役候補者の指名理由につきましては、株主総会参考書類にて開示しております。

その他取締役、監査役につきましては、略歴のみを記載しておりますので、今後、当該候補者についても指名理由を開示することを検討してまい
ります。

【補充原則３－１②】

当社は海外投資家比率が比較的低いため、コスト等を勘案し招集通知の英訳を採用していません。今後株主構成の変化等状況に応じて検討を
進めます。



【補充原則３－１③】

当社のサステナビリティへの取り組みについては、原則２－３に記載しております。

当社では、総務部門を主管として、社会・環境問題に対する取組方針や具体的な実行計画の策定に向けて継続的に検討を行っております。

【補充原則４－１②】

中期経営計画については、策定次第開示を予定しております。

【補充原則４－１③】

最高経営責任者である代表取締役については、人格・知識・経験・能力を勘案し、その時々の当社を取り巻く状況や対処すべき課題に応じて、最
適と考える人物を取締役会で選定することとしております。取締役会は、現在、後継者計画についての具体的な監督は行っておりませんが、今
後、その要否も含めて検討してまいります。

【補充原則４－３①】

取締役会は、業績等の評価を踏まえ作成した選任解任案について、社外取締役とも十分協議し適切に決定しております。

なお、今後、選解任基準の作成及び任意委員会の設置を検討いたします。

【補充原則４－３②】

当社では、一時点の議論により当社の代表取締役に相応しい知識、経験、能力の基準を設けることが必ずしも適切ではないと考えており、現時点
では代表取締役を選任するための評価基準や特別な選任手続は定めておりません。

なお、今後、選解任基準の作成及び任意委員会の設置を検討いたします。

【補充原則４－３③】

当社は、代表取締役の解任につきましては、任意の諮問委員会の設置や明確な解任要件を定めてはおりませんが、職務執行に不正または重大
な法令・定款違反、心身の故障、その他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実
施します。

【原則４－10．任意の仕組みの活用】

現在、任意の機関は設置しておりません。統治機能の更なる充実を図る必要性が生じた場合は、任意の機関を定めることも検討してまいります。

【補充原則４－10①】

現在、独立した諮問委員会は設置しておりません。統治機能の更なる充実を図る必要性が生じた場合は、任意の機関を定めることも検討してまい
ります。

【原則４－11．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

当社取締役会は、当社グループの各部門の業務に精通した社内取締役と高い専門性や見識のある社外取締役から構成されております。取締役
会は、取締役会に求められる役割や責務を果たすうえで必要となる多様性と適正規模とを勘案のうえ、取締役に求める要件を満たした候補者の
中から指名を行っておりますが、現状、女性取締役はおりません。 また、監査等委員である取締役は、財務・会計・法務に関して必要な知識を有

することを前提に指名しており、財務・会計に関する高い知見を有する監査等委員である取締役が１名以上選任されるようにしております。

【補充原則４－11①】

当社の取締役会は、定款により取締役12名以内としており、取締役のうち、監査等委員である取締役4名以内と定めているところ、事業規模等を
勘案しながら、機動的かつ適確な意思決定が行えるよう、取締役10名のうち、監査等委員である取締役を４名（社外取締役3名）として構成してい
ます。また、各事業に伴う知識、経験、能力等のバランスを配慮し多様性を確保した人員で構成することを、基本的な考え方としています。

【補充原則４－11③】

当社は、現時点では定期的な取締役会実効性評価は実施しておりませんが、今後の取締役会の実効性を高めるためには実効性についての分
析・評価を行うことが重要であるという認識に基づき、評価プロセスの整備に向けて、効果的な評価方法等について検討を行っていきます。

【原則５－２．経営戦略や経営計画の策定・公表】

中期経営計画については、策定次第開示を予定しております。

【補充原則５－２①】

「事業ポートフォリオに関する基本方針」ついては、策定次第公表を予定しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４．政策保有株式】

当社は、現状政策保有株式は保有しておりません。 今後、取引状況に応じて、政策保有株式を保有する場合には、資本コストと保有便益やリスク

の比較を行い、保有の意義を精査検証した上で、限定的かつ戦略的に保有することとします。 その戦略上の判断は適宜見直しを行い、意義が不

十分、あるいは資本政策に合致しない保有株式については縮減を進めます。 議決権行使については、保有先企業の議案の重要性（特別決議議

案等の有無）、報告年度の決算内容（自己資本比率、損益状況等）および事業継続性を踏まえながら、当該企業との対話を含め総合的に賛否を
判断しております。

【原則１－７．関連当事者間の取引】

当社が、当社の役員や主要株主などとの取引を行う場合は、かかる取引が会社や株主共同の利益を害することのないよう留意し、取締役と行う
利益相反取引については、取締役会規則において取締役会の決議事項として明示し、取締役会においては実際の個別取引にかかる承認を通じ
て監視を行っています。

【原則２－３．社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題】

当社ではサステナビリティ基本方針を制定しており、その具体的な取り組み活動につきまして、当社ウェブサイトで公表しております。

[サステナビリティ基本方針] アーティスト、クリエイターのクリエイティビティを尊重し、その価値を高め広げる事業を展開しています。多様性や創造



性が重要視されるこれからの未来においても、エンタテインメントビジネスの持続可能な発展と共に、全ての人々が、人種、民族および文化的多様
性、ジェンダーの平等を尊重される、公正で、平等で寛容な開かれた世界を目指します。 （https://ssskhd.com/contents/sustainability）

【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、日本ITソフトウェア企業年金基金に加入し、その運用を委託しております。運用状況につきましては、管理担当取締役及び人事主管部門
の担当者が基金の運営全般の健全性を確認しております。

【補充原則４－１①】

当社は、取締役会規定ならびに職務権限規定により、経営陣に対する委任の範囲を定めております。取締役会は、法令に定められた事項、経営
戦略に関する事項、その他取締役会規定で定められた重要事項の決定及び業務執行の監督を行います。取締役会の決議事項以外の内容につ
いては、常勤取締役から構成される経営会議の決議に委任しております。経営会議では、取締役会で決定された方針の具体化や各事業に関する
課題の対策を協議しています。経営会議の結果は、取締役会に報告され、現場の具体的な課題・問題を迅速に察知・対処できる仕組みとしていま
す。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社では、会社法に定める社外取締役の要件並びに東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役の候補者を選定
しています。

【補充原則４－11②】

社外取締役をはじめ、取締役および監査等委員である取締役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役および監
査等委員である取締役の業務に振り向け、兼職については合理的範囲に留めています。なお、その兼任の状況は、有価証券報告書に開示してお
ります。

【補充原則４－14②】

当社取締役は、当社が主催する役員研修や外部セミナー等に積極的に参加することで、必要な知識、あるいは時勢に応じた新しい知識の習得や
研鑽に努めております。なお、セミナー出席の費用や外部講師を招いた費用等については、当社の規程に基づいて当社が負担することとしており
ます。

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

当社では、ＩＲ担当として経営企画室担当取締役を選任するとともに、経営企画室をＩＲ担当部署としています。 経営企画室は、コーポレート統括本

部、財務経理本部等、ＩＲ活動に関連する部署と、日常的な連携を図っています。株主や投資家に対しては、決算説明会資料を半期に１回開示す
るとともに、リクエストに答える形で、スモールミーティングを実施しています。それらで得られる株主の反応は、随時、経営陣幹部および取締役会
に報告しています。なお、株主との対話に際してはインサイダー情報の漏洩防止を徹底しています。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 2,777,800 16.72

伊藤忠商事株式会社 1,650,500 9.93

株式会社フジ・メディア・ホールディングス 1,650,500 9.93

ＫＤＤI株式会社 1,500,000 9.02

株式会社Ａｒａｒｉｋ 708,700 4.26

本多　智洋 395,200 2.37

宮瀬　卓也 385,700 2.32

株式会社博報堂Ｄ Ｙ メディアパートナーズ 160,000 0.96

西村　裕二 159,600 0.96

Ｍ Ｏ Ｒ Ｇ Ａ Ｎ Ｓ Ｔ Ａ Ｎ Ｌ Ｅ Ｙ ＆ Ｃ Ｏ ． Ｌ Ｌ Ｃ 155,648 0.93

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――



３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 3 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

伊藤 修平 公認会計士

井上 昌治 弁護士

丸山 聡 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」



a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

伊藤 修平 ○ ○ ―――

伊藤修平氏は、公認会計士及び税理士として
の豊富な経験と専門的な知識を有しており、主
に財務及び会計の観点から、当社経営の適法
性・適正性等を確保するために適宜助言・提言
をいただくことで、経営監視機能のさらなる充実
が図れると判断したため、社外取締役として選
任しております。

また、同氏は東京証券取引所の定める独立性
基準を満たしており、当社との間に特別な利害
関係は存在しないことから、一般株主との利益
相反関係が生じるおそれはないと判断し、独立
役員として指定しております。

井上 昌治 ○ ○ ―――

井上昌治氏は、弁護士としての専門的見地及
びIT業界に関する豊富な経験と知識を有してお
り、その深い見識に基づく助言、牽制を期待し、
社外取締役として選任しております。

また、同氏は東京証券取引所の定める独立性
基準を満たしており、当社との間に特別な利害
関係は存在しないことから、一般株主との利益
相反関係が生じるおそれはないと判断し、独立
役員として指定しております。

丸山 聡 ○ ○ ―――

丸山聡氏は、ベンチャーキャピタルにおける成
長企業に対するアドバイザリー経験及び上場
会社における経営管理等、企業経営に関する
幅広い見識と豊富な経験を有しており、その知
識と経験を当社の経営に活かすため、社外取
締役として選任しております。

また、同氏は東京証券取引所の定める独立性
基準を満たしており、当社との間に特別な利害
関係は存在しないことから、一般株主との利益
相反関係が生じるおそれはないと判断し、独立
役員として指定しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 4 1 1 3 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり



当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会と協議の上、監査等委員会の職務を補助する取締役及び使用人として職務の遂行に必要な知見
を有する者を配置するとともに、当該取締役及び使用人は監査等委員会の指揮命令下において職務を遂行しております。

当該取締役及び使用人の任命、異動、評価、懲戒、給与等の改定に関しては、監査等委員会の意見を尊重した上で行うものとし、当該取締役及
び使用人の監査等委員でない取締役からの独立性を確保しております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社の取締役会は、独立性の高い社外取締役が、平時及び有事のいずれにおいても経営者の説明責任や適切な意思決定の履行について監視
するのに十分な監督機能を有しております。内部監査を行う内部監査室は、常勤監査等委員が媒介になり必要に応じて社外取締役を構成員とす
る監査等委員会と情報交換をしております。

監査等委員会監査及び会計監査については、当社及び子会社を対象に監査を実施し、社外取締役を構成員とする取締役会に報告しております。

内部統制については、Ｊ－ＳＯＸ事務局が当社及び子会社の内部統制システムの整備及び運用評価にかかる経過及び評価結果を、社外取締役
を構成員とする取締役会にて報告しております。

社外取締役は、当該情報交換及び報告を通じて経過及び評価結果を把握するとともに、適宜助言・提言をいただいております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各
職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、前
年度の業績に応じて決定する業績連動報酬、中長期の企業価値向上のインセンティブとしての譲渡制限付株式より構成されております。監督機
能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――



【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

個人別の報酬額については、代表取締役共同社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、役員報酬基準に基づき具体的な金額を決
定します。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は、2024年４月１日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議
に際しては、あらかじめ決議する内容について常勤取締役による経営会議において協議を行っております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会
で決議された決定方針と整合していること、また経営会議における協議を踏まえていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断
しております。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役へ、Eメールを用いて取締役会資料の事前配布を行っております。

必要に応じて事務局から各取締役に対して情報を提供しております。

取締役会および監査等委員会は、原則月１回の頻度で開催し、事業年度の開始前に年間開催スケジュールを取締役へ通知し、出席しやすい状
況を確保しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、2024年４月１日付で、持株会社及び監査等委員会設置会社に移行しております。

当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)６名、監査等委員である取締役４名(うち３名が社外取締役)で構成されております。

取締役会の構成員は、代表取締役共同社長林吉人、代表取締役共同社長小久保知洋、取締役北島直樹、取締役名取達利、取締役酒井真也、
取締役廣田政智、取締役（常勤監査等委員）長谷川裕朗、社外取締役（監査等委員）伊藤修平、社外取締役（監査等委員）井上昌治、社外取締役
（監査等委員）丸山聡であり、議長は代表取締役共同社長２名が交互にその任に当たっております。

取締役会においては、当社グループの事業活動及び予算の進捗状況等を確認するとともに、業績見通し等について検討し必要な施策を講じるほ
か、経営上重要な事項について積極的な討議を行うことで、活性化と相互牽制を図っております。

監査等委員は、取締役会等重要な会議へ出席し必要な意見を述べるほか、重要書類の閲覧、取締役へのヒアリング等を実施するなどして、監督
機能を果たしております。また、監査等委員会は原則として毎月１回開催されており、監査等委員同士の情報交換を行い、監査機能の一層の充
実を図るとともに会計監査人や内部監査室と連携することで実効性のある監査を行っております。監査等委員会の構成員は、取締役（常勤監査
等委員）長谷川裕朗（議長）、社外取締役（監査等委員）伊藤修平、社外取締役（監査等委員）井上昌治、社外取締役（監査等委員）丸山聡であり
ます。

その他、通常業務に対する決定・承認、経営情報の共有化及び取締役会に付議する事項などに関する意見交換を目的として、代表取締役、常勤
取締役が出席する経営会議を毎週開催しております。経営会議の構成員は、代表取締役共同社長林吉人、代表取締役共同社長小久保知洋、取
締役北島直樹、取締役名取達利、取締役酒井真也、取締役廣田政智、取締役（常勤監査等委員）長谷川裕朗であり、議長は代表取締役共同社
長２名が交互にその任に当たっております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、変化の激しい事業環境に機動的かつ柔軟に対応していくとともに、取締役会の議決権を有する社外取締役の増員等により取締役会の経
営監督機能を強化することによってコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、監査等委員会設置会社を採用しております。

また、当社は、当社グループの総合力を活かし機動的な経営によって持続的な成長と中長期的な株主価値最大化を図るため、持株会社体制を選
択しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

実施していません。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

IR資料のホームページ掲載
当社WEBサイトに決算説明資料、事業報告書（株主通信）、各種財務諸表を掲
載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
当社では、IR担当取締役である経営企画室担当取締役が経営企画室、コーポ
レート統括本部、財務経理本部等と、日常的な部署間の連携を図っています。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社では、ガバナンスへの取り組みとして、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考
え方をWEBサイトにて公表しております。

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当ホールディングスは、ステークホルダーからの信頼に基づき、各種事業を通じた社会へ
の貢献を継続する為、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の最重要課題の一つと考
えております。

＜基本方針＞

１．株主の権利・平等性の確保

当社は、株主総会が当社の最高意思決定機関であり、株主との建設的な対話を行う重要
な場であることを認識し、株主の視点に立って、株主総会における権利行使に係る適切な
環境整備を行います。

２．ステークホルダーとの適切な協働

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の創出には、株主をはじめとする様々なス
テークホルダーとの協働が必要不可欠であると認識しています。

３．適切な情報開示と透明性の確保

当社は、法令及び東京証券取引所が定める有価証券上場規程の定めに従い、重要事実
を適時・適切に開示するとともに、ステークホルダーにとって有用性の高い情報について、
公平かつ適時・適切に開示いたします。

４．取締役会等の責務

取締役会は、経営戦略や内部統制システム構築等の経営に関する重要事項の意思決定
（意思決定機関）と、取締役等の業務執行を評価することによる監督（監督機能）が有効に
機能することが前提となるところ、会社の規模等を考慮してコーポレート・ガバナンスに関
する取組みを充実させ、中長期的な企業価値の向上に努めます。

５．株主との対話

当社は、株主との建設的な対話を促進するための体制整備に取組みます。



環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社では、環境への取り組みとして次のように環境方針を定め、WEBサイトにて公表してお
ります。

環境方針

当ホールディングスは地球環境に配慮し、事業活動における業務効率化を図ることで、社
会全体の環境負荷低減へ貢献していきます。

■廃棄物の削減

ライブハウス「WWW／WWWX」の会場では、全てのドリンク提供時に使い捨てのカップでは
なくリユースカップを利用しています。

■ペーパレス化

電子契約システムの導入、ワークフローの改善、提供サービスにおける明細書の電子化な
どのデジタル化に取り組むことで、取引先やサービスの利用者を含めた環境負荷の低減を
推進しています。

■再生可能エネルギー利用

AWS（Amazon Web Service）など再生エネルギーを活用した環境に配慮したクラウドサービ

スを活用し、サービスを提供しています。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社及び当社グループは、ステークホルダーからの信頼に基づき、各種事業を通じた社会への貢献を継続するため、適切な内部統制システムを
整備し、適正かつ効率的な業務体制を構築することを経営上の重要事項と考えております。

そのため、まず当社及び当社グループの内部統制システム構築に関する基本方針を定め、具体的な体制の整備／構築をグループ全体で着実に
実行していきます。

構築するシステムや体制が、当社グループの信頼と企業価値増進のために、真に有効かつ有意義なものとなるよう、当社グループの役員及び従
業員全体で内部統制の基本方針の実現とその実効的な運用を徹底していくものとします。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、「内部統制システムに関する基本的な考え方」の中で「社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会勢力に対しては、毅然とし
た姿勢で組織的に対応する」と定めております。万一、事案が発生した場合は、主管部署担当役員の指揮の下、情報の集約と一元管理を行い、
顧問弁護士等とも協議の上、対応を行います。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報に関する適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。

１．会社情報の適時開示に係る基本方針

当社は、株主や投資家の皆様に「公正」かつ「タイムリー」に会社情報を提供するため、積極的なIR活動に取り組んでおります。当社は適時開示に
関する規則を遵守することに加え、あらゆるステークホルダーの当社グループに対する理解促進を目的に、重要な会社情報の公正かつ適時・適
切な開示に努めます。

２．適時開示に係る社内体制の状況

（1）決定事実

重要な決定事実については、原則として毎月１回開催する取締役会において決定する他、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、迅速
な決定を行っております。決定された重要事項について、開示が必要か否かをコーポレート統括本部長を中心に検討し、必要と判断された場合
は、迅速に開示を行うよう努めております。なお、必要に応じて会計監査人による監査、および、弁護士、税理士等からのアドバイスを適時に受け
ており、正確かつ公平な会社情報を開示することに努めております。

（2）発生事実

事故・災害・訴訟等については、事象の発生後、管理部門にて情報収集を行い、情報開示の検討準備をいたします。その他の発生事実について
は、情報を入手の後、コーポレート統括本部長を中心に適時開示項目への該当を検討し、該当する場合、経営陣への報告、または必要に応じて
取締役会決議を経て、迅速に情報開示をいたします。

（3）決算に関する情報



決算に関する情報については、財務経理本部が作成・管理、経営企画室が開示を行っております。

決算数値等については、会計監査人による監査、並びに監査等委員会の監査を経て、取締役会で決定し、速やかに適時開示を致します。
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